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県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表
の項中 ｢ 
｣ を ｢ �｣ に､ ｢ 阿 山 郡 柘 植 町 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に､ ｢ 滋 賀 県 栗 太 郡 草 津 町 ｣ を ｢ 滋 賀 県 草 津 市 ｣

に改める｡

表�の項中 ｢ �｣ を ｢ �｣ に改め､ ｢ 三 重 郡 楠 町 ｣ を削る｡

表�の項中 ｢�｣ を ｢��｣ に､ ｢ 鈴 鹿 郡 関 町 ｣ を ｢ 亀 山 市 ｣ に改め､ ｢ 河 芸 郡 椋 本 村 ｣ を削る｡

表��の項中 ｢ 宇 治 山 田 市 ｣ を ｢ 伊 勢 市 ｣ に､ ｢ 度 会 郡 五 ヶ 所 町 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢��｣ を ｢��｣ に､ ｢ 志 摩 郡 浜 島 町 ｣ を ｢ 志 摩 市 ｣ に､ ｢ 志 摩 郡 鵜 方 町 ｣ を ｢ 志 摩 市 ｣ に改める｡

表�の項中 ｢�｣ を ｢��｣ に､ ｢ 桑 名 市 大 字 桑 名 銀 町 ｣ を ｢ 桑 名 市 ｣ に改める｡

表の項中 ｢｣ を ｢��｣ に､ ｢ 津 市 栄 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に改める｡

表�の項中 ｢�｣ を ｢�｣ に､ ｢ 松 阪 市 日 野 町 ｣ を ｢ 松 阪 市 ｣ に改める｡

表�の項中 ｢�｣ を ｢�｣ に､ ｢ 山 田 停 車 場 ｣ を ｢ 伊 勢 市 停 車 場 ｣ に､ ｢ 宇 治 山 田 市 豊 川 町 ｣ を ｢ 伊 勢 市 ｣ に改

める｡
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県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号の�) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行し

ます｡

平成��年	月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�の項中 ｢ 桑 名 郡 多 度 町 ｣ を ｢ 桑 名 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ ｣ を ｢ ｣ に､ ｢ 度 会 郡 南 島 町 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 ｣ に､ ｢ 度 会 郡 度 会 村 ｣ を ｢ 度 会 郡 度 会

町 ｣ に改める｡

表�の項中 ｢ 志 摩 郡 磯 部 町 ｣ を ｢ 志 摩 市 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 志 摩 郡 磯 部 町 ｣ を ｢ 志 摩 市 ｣ に､ ｢ 同 郡 浜 島 町 ｣ を ｢ 志 摩 市 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 山 田 停 車 場 ｣ を ｢ 伊 勢 市 停 車 場 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 木 本 港 紀 伊 木 本 停 車 場 線 ｣ を ｢ 木 本 港 熊 野 市 停 車 場 線 ｣ に､ ｢ 紀 伊 木 本 停 車 場 ｣ を ｢ 熊 野 市 停 車

場 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ ｣ を ｢ 	｣ に､ ｢ 員 弁 郡 大 安 町 大 字 宇 賀 字 石 田 ｣ を ｢ い な べ 市 大 安 町 宇 賀 字 石 田 ｣ に改め､

｢ 員 弁 郡 梅 戸 井 町 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 鈴 鹿 郡 鈴 峰 村 大 字 三 畑 ｣ を ｢ 鈴 鹿 市 鈴 峰 三 畑 ｣ に改め､ ｢ 鈴 鹿 市 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 安 濃 町 字 草 生 ｣ を ｢ 津 市 安 濃 町 草 生 ｣ に改め､ ｢ 安 芸 郡 豊 里 村 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 美 里 村 大 字 穴 倉 ｣ を ｢ 津 市 美 里 町 穴 倉 ｣ に改め､ ｢ 安 芸 郡 安 濃 村 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 阿 山 郡 伊 賀 町 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に改め､ ｢ 阿 山 郡 阿 山 町 ｣ を削り､ ｢ 滋 賀 県 甲 賀 郡 甲 南 町 ｣ を ｢ 滋

賀 県 甲 賀 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 奈 良 県 山 辺 郡 都 祁 村 ｣ を ｢ 奈 良 県 奈 良 市 ｣ に､ ｢ 奈 良 県 宇 陀 郡 宝 生 村 ｣ を ｢ 奈 良 県 宇 陀 市 ｣ に改

める｡

表��の項中 ｢ 多 気 郡 三 和 町 ｣ を ｢ 多 気 郡 明 和 町 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 多 気 郡 勢 和 村 ｣ を ｢ 多 気 郡 多 気 町 ｣ に改め､ ｢ 多 気 郡 多 気 町 ｣ を削る｡

表��の項中 ｢ ｣ を ｢ ｣ に､ ｢ 度 会 郡 南 島 町 河 内 字 山 口 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 河 内 字 山 口 ｣ に､ ｢ 多 気 郡 大

台 町 大 字 下 楠 ｣ を ｢ 多 気 郡 大 台 町 下 楠 ｣ に､ ｢ 度 会 郡 大 宮 町 ｣ を ｢ 度 会 郡 大 紀 町 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 度 会 郡 小 俣 町 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 三 重 郡 楠 町 ｣ を ｢ 四 日 市 市 ｣ に､ ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改

める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 一 志 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に､ ｢ 二 級 国 道 大 阪 津 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 五 号 交 点 ｣ に改め

る｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡
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表���の項中 ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項から���の項までの規定中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 県 道 伊 勢 小 俣 松 阪 線 ｣ に改める｡

表���の項及び���の項中 ｢ 主 要 地 方 道 志 摩 大 王 鵜 方 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 百 六 十 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項及び���の項中 ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 二 級 国 道 四 日 市 港 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 四 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 二 級 国 道 大 阪 津 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 五 号 交 点 ｣ に改める｡

表��	の項中 ｢ 相 可 口 停 車 場 ｣ を ｢ 多 気 停 車 場 ｣ に､ ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣

に改める｡

表�
�の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表�
�の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表�
�の項から�
�の項まで､ ���の項及び���の項中 ｢ 二 級 国 道 和 歌 山 松 阪 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 四 十 二 号 交 点 ｣

に改める｡

表��
の項中 ｢ 二 級 国 道 大 阪 津 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 五 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 阿 保 停 車 場 ｣ を ｢ 青 山 停 車 場 ｣ に､ ｢ 二 級 国 道 大 阪 津 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 五 号 交 点 ｣ に

改める｡

表��	の項中 ｢ 主 要 地 方 道 久 居 家 城 榛 原 線 交 点 ｣ を ｢ 県 道 久 居 美 杉 線 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 主 要 地 方 道 彦 根 桑 名 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 四 百 二 十 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 主 要 地 方 道 員 弁 菰 野 線 交 点 ｣ を ｢ 県 道 菰 野 東 員 線 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 主 要 地 方 道 彦 根 桑 名 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 四 百 二 十 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表��	の項中 ｢ 主 要 地 方 道 津 彦 根 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 三 百 六 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ ｣ を ｢ ｣ に､ ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 一 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 二 級 国 道 大 阪 津 線 交 点 ｣ を ｢ 県 道 奈 良 名 張 線 ｣ に改める｡

表��	の項中 ｢ 二 級 国 道 大 和 高 田 松 阪 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 六 号 交 点 ｣ に改める｡

表
�の項中 ｢ 二 級 国 道 和 歌 山 松 阪 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 四 十 二 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 藤 原 町 大 字 下 野 尻 ｣ を ｢ い な べ 市 藤 原 町 下 野 尻 ｣ に､ ｢ 岐 阜 県 養 老 郡 上 石 津 町 時 ｣ を ｢ 岐

阜 県 大 垣 市 上 石 津 町 時 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 藤 原 村 大 字 鼎 ｣ を ｢ い な べ 市 藤 原 町 鼎 ｣ に､ ｢ 同 郡 北 勢 町 大 字 田 辺 ｣ を ｢ い な べ 市 北 勢

町 田 辺 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 北 勢 町 大 字 畑 毛 ｣ を ｢ い な べ 市 北 勢 町 畑 毛 ｣ に､ ｢ 同 郡 藤 原 村 大 字 本 郷 ｣ を ｢ い な べ 市

藤 原 町 本 郷 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 北 勢 町 大 字 畑 毛 ｣ を ｢ い な べ 市 北 勢 町 畑 毛 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 大 字 阿 下 喜 ｣ を ｢ い な べ 市 北

勢 町 阿 下 喜 ｣ に改める｡

表��	の項中 ｢ 員 弁 郡 北 勢 町 大 字 東 貝 野 ｣ を ｢ い な べ 市 北 勢 町 東 貝 野 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 北 勢 町 大 字 南 中 津 原 ｣ を ｢ い な べ 市 北 勢 町 南 中 津 原 ｣ に､ ｢ 同 郡 員 弁 町 大 字 畑 新 田 ｣ を

｢ い な べ 市 員 弁 町 畑 新 田 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 員 弁 町 大 字 大 泉 ｣ を ｢ い な べ 市 員 弁 町 大 泉 ｣ に､ ｢ 桑 名 郡 多 度 町 ｣ を ｢ 桑 名 市 ｣ に､ ｢ 員

弁 郡 東 員 村 ｣ を ｢ 員 弁 郡 東 員 町 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 員 弁 郡 藤 原 村 大 字 篠 立 ｣ を ｢ い な べ 市 藤 原 町 篠 立 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 村 大 字 下 野 尻 ｣ を ｢ い な べ

市 藤 原 町 下 野 尻 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 安 芸 郡 河 芸 町 大 字 三 行 ｣ を ｢ 津 市 河 芸 町 三 行 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 河 芸 町 大 字 上 野 ｣ を ｢ 津 市 河 芸 町 上 野 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 亀 山 市 大 字 白 木 ｣ を ｢ 亀 山 市 白 木 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 河 芸 町 大 字 三 行 ｣ を ｢ 津 市 河 芸 町 三 行 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 大 字 上 野 ｣ を ｢ 津 市 河 芸 町 上
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野 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 安 濃 村 大 字 草 生 ｣ を ｢ 津 市 安 濃 町 草 生 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 村 大 字 曽 根 ｣ を ｢ 津 市 安 濃 町 曽

根 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 安 芸 郡 美 里 村 大 字 家 所 ｣ を ｢ 津 市 美 里 町 家 所 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 久 居 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 白 山 町 大 字 二 本 木 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 二 本 木 ｣ に､ ｢ 一 志 郡 一 志 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 白 山 町 大 字 藤 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 藤 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 白 山 町 大 字 二 本 木 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 二 本 木 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 大 字 御 衣 田 ｣ を ｢ 津 市 白 山

町 川 口 字 御 衣 田 ｣ に改める｡

表��	の項中 ｢ 一 志 郡 白 山 町 大 字 垣 内 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 垣 内 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 大 字 御 城 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 川

口 御 城 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 美 杉 村 大 字 太 郎 生 ｣ を ｢ 津 市 美 杉 町 太 郎 生 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 阿 山 郡 大 山 田 村 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に､ ｢ 安 芸 郡 芸 濃 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 志 郡 白 山 町 大 字 城 立 ｣ を ｢ 津 市 白 山 町 城 立 ｣ に､ ｢ 名 賀 郡 青 山 町 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 阿 山 郡 阿 山 村 大 字 上 友 田 ｣ を ｢ 伊 賀 市 上 友 田 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 村 大 字 円 徳 院 ｣ を ｢ 伊 賀 市 円 徳 院 ｣

に改める｡

表���の項中 ｢ 上 野 市 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に､ ｢ 滋 賀 県 甲 賀 郡 信 楽 町 大 字 長 野 ｣ を ｢ 滋 賀 県 甲 賀 市 信 楽 町 長 野 ｣ に改

める｡

表���の項中 ｢ 上 野 市 大 字 寺 田 ｣ を ｢ 伊 賀 市 寺 田 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 阿 山 郡 春 日 村 大 字 川 東 ｣ を ｢ 伊 賀 市 川 東 ｣ に､ ｢ 上 野 市 大 字 佐 那 具 ｣ を ｢ 伊 賀 市 佐 那 具 ｣ に改め

る｡

表��の項中 ｢ 上 野 市 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に､ ｢ 阿 山 郡 大 山 田 村 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 上 野 市 大 字 枅 川 ｣ を ｢ 伊 賀 市 枅 川 ｣ に､ ｢ 名 賀 郡 青 山 町 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ 上 野 市 ｣ を ｢ 伊 賀 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 上 野 市 大 字 治 田 ｣ を ｢ 伊 賀 市 治 田 ｣ に､ ｢ 同 市 大 字 山 出 ｣ を ｢ 伊 賀 市 山 出 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 上 野 市 大 字 佐 那 具 ｣ を ｢ 伊 賀 市 佐 那 具 ｣ に､ ｢ 同 市 大 字 山 出 ｣ を ｢ 伊 賀 市 山 出 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 奈 良 県 宇 陀 郡 宝 生 村 大 字 上 笠 間 ｣ を ｢ 奈 良 県 宇 陀 市 宝 生 区 上 笠 間 ｣ に改める｡

表�
�の項中 ｢ 一 志 郡 美 杉 村 大 字 奥 津 ｣ を ｢ 津 市 美 杉 町 奥 津 ｣ に､ ｢ 飯 南 郡 飯 高 町 ｣ を ｢ 松 阪 市 ｣ に改める｡

表�
�の項中 ｢ 一 志 郡 三 雲 村 ｣ を ｢ 松 阪 市 ｣ に､ ｢ 同 郡 久 居 町 ｣ を ｢ 津 市 ｣ に改め､ ｢ 一 志 郡 嬉 野 町 ｣ を削る｡

表���の項中 ｢ 多 気 郡 勢 和 村 大 字 生 首 ｣ を ｢ 多 気 郡 多 気 町 丹 生 ｣ に改める｡

｢ 大 淀

表���の項中 東 黒 部 線 を ｢ 大 淀 東 黒 部 松 阪 線 ｣ に､ ｢ 多 度 郡 三 和 町 大 字 大 淀 ｣ を ｢ 多 気 郡 明 和 町 大 字 大 淀 ｣

松 阪 市 ｣

に改める｡

表���の項中 ｢ 多 気 郡 三 和 町 大 字 南 藤 原 ｣ を ｢ 多 気 郡 明 和 町 大 字 南 藤 原 ｣ に､ ｢ 同 郡 斉 明 村 大 字 竹 川 ｣ を ｢ 多

気 郡 明 和 町 大 字 竹 川 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 多 気 郡 多 気 町 大 字 仁 田 ｣ を ｢ 多 気 郡 多 気 町 仁 田 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 多 気 郡 西 外 城 田 村 大 字 相 鹿 瀬 ｣ を ｢ 多 気 郡 多 気 町 相 鹿 瀬 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 飯 南 郡 飯 南 町 ｣ を ｢ 松 阪 市 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 度 会 郡 小 俣 町 ｣ を ｢ 伊 勢 市 ｣ に改める｡

表��
の項中 ｢ 度 会 郡 南 勢 町 伊 勢 路 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 伊 勢 路 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 伊 勢 市 大 字 横 輪 ｣ を ｢ 伊 勢 市 横 輪 町 ｣ に､ ｢ 度 会 郡 南 勢 町 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 度 会 郡 度 会 村 ｣ を ｢ 度 会 郡 度 会 町 ｣ に､ ｢ 同 郡 南 勢 町 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 度 会 郡 南 勢 町 磔 浦 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 磔 浦 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 押 淵 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 伊 勢 町 押 淵 ｣

に改める｡

表��の項中 ｢ 度 会 郡 紀 勢 町 崎 ｣ を ｢ 度 会 郡 大 紀 町 崎 ｣ に､ ｢ 度 会 郡 紀 勢 町 錦 ｣ を ｢ 度 会 郡 大 紀 町 錦 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 志 摩 郡 阿 児 町 甲 賀 字 里 ｣ を ｢ 志 摩 市 阿 児 町 甲 賀 字 里 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 同 字 鹿 谷 ｣ を ｢ 志 摩 市

阿 児 町 甲 賀 字 鹿 谷 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 志 摩 郡 浜 島 町 檜 山 路 ｣ を ｢ 志 摩 市 浜 島 町 檜 山 路 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 南 張 ｣ を ｢ 志 摩 市 浜 島 町 南 張 ｣

に改める｡

平 成 �
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表���の項中 ｢ 北 牟 婁 郡 海 山 町 大 字 矢 口 浦 ｣ を ｢ 北 牟 婁 郡 紀 北 町 海 山 区 矢 口 浦 ｣ に､ ｢ 同 郡 同 町 大 字 上 里 ｣

を ｢ 北 牟 婁 郡 紀 北 町 海 山 区 上 里 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 南 牟 婁 郡 市 木 尾 呂 志 村 大 字 上 市 木 ｣ を ｢ 南 牟 婁 郡 御 浜 町 大 字 上 市 木 ｣ に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��	号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�	�の項中 ｢ 一 志 郡 嬉 野 町 ｣ を ｢ 松 阪 市 ｣ に改め､ ｢ 一 志 郡 三 雲 村 ｣ を削る｡

表��	の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項及び���の項中 ｢ 一 級 国 道 四 十 二 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 三 百 十 一 号 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 一 級 国 道 二 十 三 号 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 二 十 三 号 交 点 ｣ に改める｡

���������

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号の�) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行

します｡

平成	�年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢ 多 気 郡 大 台 町 大 字 佐 原 ｣ を ｢ 多 気 郡 大 台 町 佐 原 ｣ に､ ｢ 多 気 郡 勢 和 村 ｣ を ｢ 多 気 郡 多 気 町 ｣ に改

める｡

表���の項中 ｢ 県 道 丹 生 寺 久 居 線 交 点 ｣ を ｢ 県 道 松 阪 第 二 環 状 線 交 点 ｣ に改める｡

表���の項中 ｢ 二 級 国 道 賢 島 伊 勢 線 交 点 ｣ を ｢ 一 般 国 道 百 六 十 七 号 交 点 ｣ に改める｡

表��の項中 ｢ ｣ を ｢ ｣ に､ ｢ 一 志 郡 嬉 野 町 大 字 合 ヶ 野 ｣ を ｢ 松 阪 市 合 ヶ 野 ｣ に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表	�の項中 ｢度会郡南勢町｣ を ｢度会郡南伊勢町｣ に､ ｢志摩郡磯部町｣ を ｢志摩市｣ に改める｡

表��の項中 ｢一志郡久居町｣ を ｢津市｣ に改め､ ｢一志郡嬉野町｣ を削る｡

表�の項中 ｢員弁郡員弁町｣ を ｢いなべ市｣ に改める｡

表���の項中 ｢県道尾鷲二木崎熊野線交点｣ を ｢一般国道�		号交点｣ に改める｡

表���の項中 ｢県道尾鷲二木崎熊野線交点｣ を ｢一般国道�		号交点｣ に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和�	年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢度会郡南島町｣ を ｢度会郡南伊勢町｣ に､ ｢一般国道��号線分岐点｣ を ｢一般国道��号交点｣

に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和�	年三重県告示第��号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢飯南郡飯高町｣ を ｢松阪市｣ に､ ｢一般国道	��号線分岐点｣ を ｢一般国道	��号交点｣ に改める｡

平 成 	�年 � 月 �日 号 外三 重 県 公 報 (�)
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�������	
�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月	日から施行しま

す｡

平成��年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢多気郡勢和村大字片野｣ を ｢多気郡多気町片野｣ に､ ｢飯南郡飯高町｣ を ｢松阪市｣ に改める｡

表���の項中 ｢度会郡大宮町大字打見｣ を ｢度会郡大紀町打見｣ に､ ｢多気郡大台町大字佐原｣ を ｢多気郡大台

町佐原｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月	日から施行しま

す｡

平成��年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢一志郡久居町�原｣ を ｢津市�原町｣ に､ ｢一志郡白山町大字垣内｣ を ｢伊賀市伊勢路｣ に改め

る｡

表��の項中 ｢北牟婁郡長島町島原字三戸｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字三戸｣ に改める｡

�������	�

県道の路線認定 (昭和�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月	日から施行しま

す｡

平成��年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢北牟婁郡紀伊長島町長島字入江町｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区字入江｣ に､ ｢北牟婁郡紀伊

長島町長島字松本｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区字山居｣ に改める｡

表���の項中 ｢南牟婁郡紀和町大字小船｣ を ｢熊野市紀和町小船｣ に改める｡

�������		�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号―
) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月	日から施行

します｡

平成��年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢一志郡白山町｣ を ｢津市｣ に改め､ ｢安芸郡芸濃町｣､ ｢同 郡安濃村｣､ ｢同 郡美里村｣ 及び

｢久居市｣ を削る｡

表��の項中 ｢度会郡南島町｣ を ｢度会郡南伊勢町｣ に､ ｢度会郡紀勢町｣ を ｢度会郡大紀町｣ に改める｡

表���の項中 ｢一志郡美杉村八知｣ を ｢津市美杉町八知｣ に､ ｢一志郡一志町｣ を ｢津市｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月	日から施行しま

す｡

平成��年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢桑名郡多度町｣ を ｢桑名市｣ に､ ｢愛知県海部郡佐屋町｣ を ｢愛知県愛西市｣ に改める｡

表���の項中 ｢桑名郡多度町｣ を ｢桑名市｣ に､ ｢桑名郡長島町｣ を ｢桑名市｣ に改める｡

表���の項中 ｢久居市｣ を ｢津市｣ に改める｡

表��の項中 ｢一志郡白山町｣ を ｢津市｣ に､ ｢一志郡三雲村大字小津｣ を ｢松阪市小津町｣ に､ ｢一志郡一志

町｣ 及び ｢一志郡嬉野町｣ を削る｡

表��の項中 ｢��｣ を ｢��｣ に､ ｢多気郡宮川村大字檜原｣ を ｢多気郡大台町檜原｣ に､ ｢度会郡大内山村｣

を ｢度会郡大紀町大内山｣ に改める｡

平 成 ��年 
 月 ��日 号 外三 重 県 公 報(�)



表���の項中 ｢北牟婁郡海山町｣ を ｢北牟婁郡紀北町｣ に改める｡

表���の項中 ｢南牟婁郡紀和町大字小森｣ を ｢熊野市紀和町小森｣ に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��	号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年
月�日から施行しま

す｡

平成�	年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢阿山郡伊賀町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢阿山郡阿山町大字槇山｣ を ｢伊賀市槇山｣ に､ ｢滋賀県甲賀郡

信楽町｣ を ｢滋賀県甲賀市｣ に改める｡

表��の項中 ｢阿山郡阿山町大字東湯舟｣ を ｢伊賀市東湯舟｣ に､ ｢滋賀県甲賀郡甲賀町｣ を ｢滋賀県甲賀市｣

に改める｡

表���の項中 ｢鳥羽市船津町｣ を ｢鳥羽市浦村町｣ に､ ｢志摩郡阿児町｣ を ｢志摩市｣ に､ ｢志摩郡磯部町大字

三ヶ所｣ を ｢志摩市磯部町三ヶ所｣ に改める｡

���������

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年
月�日から施行しま

す｡

平成�	年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��	の項中 ｢志摩郡磯部町大字穴川｣ を ｢志摩市磯部町穴川｣ に､ ｢志摩郡大王町大字波切｣ を ｢志摩市大王

町波切｣ に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和�	年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年
月�日から施行しま

す｡

平成�	年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢名賀郡青山町種生｣ を ｢伊賀市種生｣ に､ ｢名賀郡青山町奥鹿野｣ を ｢伊賀市奥鹿野｣ に改める｡

表��	の項中 ｢度会郡南勢町大字中津浜浦｣ を ｢度会郡南伊勢町中津浜浦｣ に､ ｢度会郡南勢町大字五ヶ所浦｣

を ｢度会郡南伊勢町五ヶ所浦｣ に改める｡

表���の項中 ｢多気郡大台町大字高奈｣ を ｢多気郡大台町高奈｣ に､ ｢多気郡大台町大字上三瀬｣ を ｢多気郡大

台町上三瀬｣ に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年
月�日から施行しま

す｡

平成�	年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢奈良県宇陀郡曽爾村字掛｣ を ｢奈良県宇陀市｣ に改める｡

����������

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年
月�日から施行しま

す｡

平成�	年�月�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢久居市｣ を ｢津市｣ に､ ｢一志郡美杉村｣ を ｢津市｣ に改め､ ｢一志郡白山町｣ を削る｡

表�の項中 ｢桑名郡多度町｣ を ｢桑名市｣ に､ ｢岐阜県本巣郡穂積町｣ を ｢岐阜県本巣市｣ に､ ｢岐阜県海津郡

海津町｣ を ｢岐阜県海津市｣ に改める｡

表��の項中 ｢員弁郡北勢町｣ を ｢いなべ市｣ に､ ｢岐阜県海津郡南濃町｣ を ｢岐阜県海津市｣ に改める｡

平 成 �	年 � 月 �日 号 外三 重 県 公 報 (�)



表��の項中 ｢度会郡大宮町｣ を ｢度会郡大紀町｣ に改める｡

表��の項中 ｢名賀郡青山町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢一志郡美杉村｣ を ｢津市｣ に改める｡

表��の項中 ｢南牟婁郡紀和町大字矢ノ川｣ を ｢熊野市紀和町矢ノ川｣ に改める｡

表��の項中 ｢阿山郡大山田村｣ を ｢伊賀市｣ に改め､ ｢安芸郡芸濃町｣ を削る｡

表��の項中 ｢一志郡一志町｣ を ｢津市｣ に､ ｢一志郡美杉村｣ を ｢津市｣ に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表	�の項中 ｢桑名郡長島町｣ を ｢桑名市｣ に､ ｢岐阜県海津郡海津町｣ を ｢岐阜県海津市｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢阿山郡阿山町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢滋賀県甲南郡甲南町｣ を ｢滋賀県甲南市｣ に､ ｢滋賀県甲賀

郡甲賀町｣ を ｢滋賀県甲賀市｣ に改める｡

�������	�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表北勢多度線の項中 ｢員弁郡北勢町｣ を ｢いなべ市｣ に､ ｢桑名郡多度町｣ を ｢桑名市｣ に改め､ ｢員弁郡員弁

町｣ を削る｡

表松阪青山線の項中 ｢名賀郡青山町｣ を ｢伊賀市｣ に改め､ ｢一志郡嬉野町｣ を削り､ ｢一志郡白山町｣ を

｢津市｣ に改め､ ｢一志郡美杉村｣ を削る｡

表鳥羽磯部線の項中 ｢志摩郡磯部町｣ を ｢志摩市｣ に改める｡

表伊賀青山線の項中 ｢阿山郡伊賀町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢名賀郡青山町｣ を ｢伊賀市｣ に改め､ ｢阿山郡大山田

村｣ を削る｡

表新堂停車場線の項中 ｢阿山郡伊賀町｣ を ｢伊賀市｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第��号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�	の項中 ｢奈良県宇陀郡曽爾村｣ を ｢奈良県宇陀市｣ に改める｡

�������		�

県道の路線認定 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成	�年
月�日から施行しま

す｡

平成	�年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表津香良洲線の項中 ｢一志郡香良洲町｣ を ｢津市｣ に改める｡

�������	��

平 成 	�年 � 月 ��日 号 外三 重 県 公 報(�)



県道の路線認定 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表久居停車場津線の項中 ｢久居市久居停車場｣ を ｢津市久居停車場｣ に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢小俣町｣ を削る｡

�������	��

県道の路線認定 (平成年三重県告示第�
�号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�
の項中 ｢一志郡嬉野町｣ を ｢松阪市｣ に､ ｢一志郡美杉村｣ を ｢津市｣ に改める｡

表��の項中 ｢多気郡宮川村｣ を ｢多気郡大台町｣ に改める｡

表��の項中 ｢多気郡宮川村大杉｣ を ｢多気郡大台町大杉｣ に､ ｢多気郡宮川村檜原｣ を ｢多気郡大台町檜原｣

に改める｡

表�
�の項中 ｢度会郡二見町｣ を ｢伊勢市｣ に改める｡

表���の項中 ｢度会郡大宮町｣ を ｢度会郡大紀町｣ に､ ｢多気郡宮川村｣ を ｢多気郡大台町｣ に改め､ ｢多気郡

大台町｣ を削る｡

表���の項中 ｢北牟婁郡紀伊長島町東長島字多田ヶ瀬｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島字多田ヶ瀬｣ に､

｢北牟婁郡紀伊長島町東長島字山居｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島字山居｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (平成年三重県告示第��
号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢北牟婁郡紀伊長島町長島字入江｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字入江｣ に､ ｢北牟婁郡紀

伊長島町長島字山居｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字山居｣ に改める｡

�������	�

県道の路線認定 (平成年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表��の項中 ｢��｣ を ｢��｣ に､ ｢一志郡一志町｣ を ｢津市｣ に､ ｢一志郡嬉野町｣ を ｢松阪市｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (平成年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年	月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢尾鷲市大字中井浦｣ を ｢尾鷲市坂場西町｣ に改める｡

平 成 ��年 	 月 �
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�������	
�

県道の路線認定 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年�月	
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�の項中 ｢桑名郡長島町大字松蔭｣ を ｢桑名市長島町松蔭｣ に､ ｢桑名郡長島町大字小島｣ を ｢桑名市長島

町小島｣ に改める｡

表��の項中 ｢鈴鹿郡関町｣ を ｢亀山市｣ に改める｡

表��の項中 ｢阿山郡阿山町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢阿山郡伊賀町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢滋賀県甲賀郡甲南町｣ を

｢滋賀県甲南市｣ に改める｡

表の項中 ｢久居市｣ を ｢津市｣ に､ ｢安芸郡河芸町｣ を ｢津市｣ に改め､ ｢津市｣ を削る｡

表�の項中 ｢一志郡一志町｣ を ｢津市｣ に改める｡

表��の項中 ｢志摩郡磯部町｣ を ｢志摩市｣ に､ ｢志摩郡大王町｣ を ｢志摩市｣ に改める｡

表��の項中 ｢南牟婁郡紀和町｣ を ｢熊野市｣ に改める｡

表�	�の項中 ｢阿山郡阿山町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢滋賀県甲賀郡甲南町｣ を ｢滋賀県甲南市｣ に改める｡

表���の項中 ｢安芸郡芸濃町｣ を ｢津市｣ に改める｡

表�
の項中 ｢志摩郡阿児町｣ を ｢志摩市｣ に改める｡

表��の項中 ｢南牟婁郡紀和町長尾｣ を ｢熊野市紀和町長尾｣ に､ ｢南牟婁郡紀和町板屋｣ を ｢熊野市紀和町板

屋｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (平成�年三重県告示第�
�号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年�月	
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢久居市｣ を ｢津市｣ に改める｡

表��
の項中 ｢員弁郡大安町｣ を ｢いなべ市｣ に改める｡

表���の項中 ｢南牟婁郡鵜殿村｣ を ｢南牟婁郡紀宝町｣ に改める｡

表���の項中 ｢鈴鹿郡関町｣ を ｢亀山市｣ に改める｡

表��の項中 ｢一志郡嬉野町大字天花寺｣ を ｢松阪市嬉野天花寺町｣ に､ ｢一志郡嬉野町大字一志｣ を ｢松阪市

嬉野一志町｣ に改める｡

表���の項中 ｢阿山郡伊賀町｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢阿山郡大山田村｣ を ｢伊賀市｣ に改める｡

表���の項中 ｢一志郡嬉野町｣ を ｢松阪市｣ に改める｡

表���の項中 ｢桑名郡多度町大字御衣野｣ を ｢桑名市多度町御衣野｣ に､ ｢桑名郡多度町大字北猪飼｣ を ｢桑名

市多度町北猪飼｣ に改める｡

表���の項中 ｢桑名郡多度町大字御衣野｣ を ｢桑名市多度町御衣野｣ に､ ｢桑名郡多度町大字下野代｣ を ｢桑名

市多度町下野代｣ に改める｡

表�
の項中 ｢多気郡多気町大字前村｣ を ｢多気郡多気町前村｣ に､ ｢多気郡多気町大字野中｣ を ｢多気郡多気

町野中｣ に改める｡

表��の項中 ｢度会郡大宮町｣ を ｢度会郡大紀町｣ に改める｡

表��の項中 ｢度会郡南勢町｣ を ｢度会郡南伊勢町｣ に､ ｢志摩郡浜島町｣ を ｢志摩市｣ に改める｡

表�	の項中 ｢上野市佐那具｣ を ｢伊賀市佐那具｣ に､ ｢上野市市部｣ を ｢伊賀市市部｣ に改める｡

表��の項中 ｢上野市佐那具｣ を ｢伊賀市佐那具｣ に､ ｢上野市荒木｣ を ｢伊賀市荒木｣ に改める｡

表�の項中 ｢北牟婁郡海山町｣ を ｢北牟婁郡紀北町｣ に改める｡

表��の項中 ｢員弁郡北勢町大字川原｣ を ｢いなべ市北勢町川原｣ に､ ｢員弁郡北勢町大字瀬木｣ を ｢いなべ市

北勢町瀬木｣ に改める｡

表���の項中 ｢桑名郡長島町｣ を ｢桑名市｣ に､ ｢愛知県海部郡立田村｣ を ｢愛知県愛西市立田町｣ に改める｡

表���の項中 ｢安芸郡安濃町｣ を ｢津市安濃町｣ に改める｡

表���の項中 ｢鈴鹿郡関町｣ を ｢亀山市｣ に､ ｢阿山郡大山田村｣ を ｢伊賀市｣ に改める｡

表���の項中 ｢上野市｣ を ｢伊賀市｣ に､ ｢阿山郡島ヶ原村｣ を ｢伊賀市島ヶ原｣ に改める｡

平 成 ��年 � 月 	
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表���の項及び���の項中 ｢名賀郡青山町｣ を ｢伊賀市｣ に改める｡

表���の項中 ｢一志郡三雲町｣ を ｢松阪市｣ に改める｡

表���の項中 ｢志摩郡志摩町和具字東｣ を ｢志摩市志摩町和具字東｣ に､ ｢志摩郡志摩町和具字浦田｣ を ｢志摩

市志摩町和具字浦田｣ に改める｡

表��	の項中 ｢南牟婁郡紀和町｣ を ｢熊野市｣ に､ ｢和歌山県東牟婁郡熊野川町｣ を ｢和歌山県新宮市矢の川町｣

に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (平成
年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表�	�の項中 ｢員弁郡藤原町大字本郷字田尻｣ を ｢いなべ市藤原町本郷字田尻｣ に､ ｢員弁郡藤原町大字志礼石

新田字白瀬野｣ を ｢いなべ市藤原町志礼石新田字白瀬野｣ に改める｡

表�	�の項中 ｢志摩郡大王町波切字当茂地｣ を ｢志摩市大王町波切字当茂地｣ に､ ｢志摩郡大王町波切字成瀧｣

を ｢志摩市大王町波切字成瀧｣ に改める｡

表�	�の項中 ｢多気郡宮川村大字大杉字宮古谷｣ を ｢多気郡大台町大杉字宮古谷｣ に､ ｢北牟婁郡海山町大字上

里字山神｣ を ｢北牟婁郡紀北町海山区上里字山神｣ に改める｡

�������	��

県道の路線認定 (平成
年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢度会郡南勢町｣ を ｢度会郡南伊勢町｣ に改める｡

�������		�

県道の路線認定 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢国道�	�号交点｣ を ｢一般国道�	�号交点｣ に改める｡

���������

県道の路線認定 (平成��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢���｣ を ｢���｣ に､ ｢度会郡小俣町｣ を ｢伊勢市｣ に改める｡

表���の項中 ｢桑名郡多度町｣ を ｢桑名市｣ に改める｡

���������

県道の路線認定 (平成��年三重県告示第��	号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から施行しま

す｡

平成��年月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢上野市界外｣ を ｢伊賀市界外｣ に､ ｢阿山郡大山田村｣ を ｢伊賀市｣ に改める｡

表���の項中 ｢阿山郡阿山町大字千貝｣ を ｢伊賀市千貝｣ に､ ｢阿山郡阿山町大字丸柱｣ を ｢伊賀市丸柱｣ に改

める｡

表���の項中 ｢藤原町西野尻｣ を ｢いなべ市藤原町西野尻｣ に､ ｢北勢町大字垣内｣ を ｢いなべ市北勢町垣内｣
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に改める｡

表���の項中 ｢勢和村大字朝柄｣ を ｢多気郡多気町朝柄｣ に改める｡

表���の項中 ｢紀伊長島町大字海野｣ を ｢北牟婁郡紀北町紀伊長島区古里｣ に改める｡

表��	の項中 ｢久居市大字稲葉｣ を ｢津市稲葉町｣ に､ ｢久居市戸木町｣ を ｢津市戸木町｣ に改める｡

表���の項中 ｢久居市榊原町｣ を ｢津市�原町｣ に､ ｢久居市庄田町｣ を ｢津市庄田町｣ に改める｡

表���の項中 ｢関町大字加太｣ を ｢亀山市｣ に､ ｢伊賀町上柘植｣ を ｢伊賀市上柘植｣ に改める｡

表���の項中 ｢上野市大字西高倉｣ を ｢伊賀市西高倉｣ に､ ｢上野市外山｣ を ｢伊賀市外山｣ に改める｡

表���の項中 ｢大台町大字栃原｣ を ｢多気郡大台町栃原｣ に､ ｢度会郡大宮町大字野原｣ を ｢度会郡大紀町野原｣

に改める｡

表�
�の項中 ｢大台町大字菅合｣ を ｢多気郡大台町菅合｣ に､ ｢大宮町｣ を ｢度会郡大紀町｣ に改める｡

表���の項中 ｢美杉村八知｣ を ｢津市美杉町八知｣ に､ ｢青山町伊勢路｣ を ｢伊賀市伊勢路｣ に改める｡

表���の項中 ｢一志郡三雲町大字久米｣ を ｢松阪市｣ に改める｡

�������	
�

県道の路線認定 (平成��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成�	年�月日から施行しま

す｡

平成�	年�月
�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表���の項中 ｢鈴鹿郡関町｣ を ｢亀山市｣ に改める｡
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